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「佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針」について（通知） 

 

佐賀市教育委員会では、部活動改革及び地域クラブ活動の推進に関する国の動向や、本市

におけるこれまでの取組を踏まえ、「佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針」を策

定しましたので通知します。 

なお、本基本方針は令和８年４月１日から適用します。 

 

本基本方針は、学校部活動が担ってきた教育的意義を大切にしつつ、活動の主体を学校か

ら地域へと段階的に移行していくための市の基本的な方向性を示すものです。 

ついては、各中学校におかれましては、本基本方針を踏まえ、学校の実情に応じた「学校

部活動の基本方針」の策定又は見直しを行っていただきますようお願いします。 

 

また、本市では、地域クラブ活動の質の確保及び円滑な連携を図るため、「佐賀市認定地

域クラブ活動の認定に関する要綱」を別途定めています。本要綱は主に地域クラブ活動を対

象とした制度ですが、学校との連携に関わる事項も含まれることから、参考として併せて送

付します。 

本通知の趣旨を教職員間で共有いただき、令和８年度以降の運用に向けた準備をお願いし

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 通知事項 

 （１）佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針について 

 

２ 添付資料 

 （１）佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針（令和８年２月） 

 （２）佐賀市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱（参考） 
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